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⾃⼰紹介



福岡県⼤牟⽥市消防本部
} ⼈ ⼝ 約11万7千⼈、⾼齢化率35.1％
} 組 織 1署3出張所

職員133名（うち⼥性4名、救命⼠約20名）
} 災 害 ⽕災36件、救助58件、救急6520件（H28年）
} 隊 数 消防隊4隊（うち2隊兼務、化学⾞）

救助隊1隊（梯⼦⾞）、救急隊5隊（うち2隊兼務）
潜⽔隊（兼任）



消防署の⼀⽇（隔⽇勤務）
＊24時間勤務
（1.2.3係の3交代制勤務）
8時に出勤、8：30から翌朝8：30

＊勤務時間（1当務につき2⽇換算）
昼間 8：30〜17：15
夜間 18：00〜23：00、6：00〜8：30

交代⾵景

【業務内容】
救急出場、出場報告⼊⼒、国への統計報告、訓練 ほか

〜救急出場は平均5件（最少2件、最多12件）〜



世界から⾒た⽇本の消防

→ ⽇本は誕⽣した1919年からの
原加盟国で現在常任理事国ＩＬＯ：国際労働機関

} ILO第87号条約（⽇本政府は1965年に批准）
『結社の⾃由及び団結権の保護に関する条約』

↓でも…
労働3権（団結権、団体交渉権、団体⾏動権）は

消防職員に認められていない

↓だから…
⽇本政府はILOより、消防職員への団結権付与の勧告

を数回にわたって受けている！



・消防職員は団結権が認められていないため、
全消協は労働組合ではなく、⾃主組織として活動。

消防職員の労働三権



①労働者⼀⼈ひとりの⼒は弱いが、団結することにより、
声が⼤きくなる。（過半数となると当局も無視い）

②労働者として労働三権は認められるべきものであり、
世界より⽇本政府は現在⾮難を受けている。

全消協は、
「⽇本の消防職員の労働環境改善を⽬的」

に声を上げる団体。
ただ、職場環境改善を当局に訴えるには

相応の⼈数からなる『組織』が必要である。



消防について



消防業務の沿⾰
時 期 消防の動き 部 ⾨ きっかけ

戦 前 警察の⼀部⾨として消防

1948年
（昭和23年）

消防法、消防組織法の制定
⇒市町村消防が誕⽣ 警防、予防 福井地震

（死者3,769名）

1962年
（昭和37年） 災害対策基本法制定 防災

1959年（昭和34年）
伊勢湾台⾵

（死者4,697名）
1964年

（昭和39年） 消防法改正 救急

1995年
（平成7年） 緊急消防援助隊創設 救助 阪神淡路⼤震災

（死者6,434名）

※東⽇本⼤震災にて初めて全国に緊援隊の派遣要請



熊本震災における緊援隊出場

ー緊急消防援助隊ー
被災地消防の対応困難な⼤規模・特殊災害の際に、
発災地の市町村⻑・都道府県知事あるいは消防庁⻑官の

要請により出動する全国的な消防応援制度。
部隊は都道府県単位での活動となる。「福岡県隊」



消防の組織形態
＊市町村消防の原則（消防組織法第6条）
消防組織を運営することは市町村の役割である
⇒消防職員は⾃治体職員（＝地⽅公務員）

理由）議会が⼀定の関与をする
⇒住⺠の意思の反映

－消防事務の共同処理－
・「単独消防」 単独の市町村
・「⼀部事務組合」「広域連合」

複数市町村が共同で事務を⾏う
・「事務委託」 消防事務を委託

Ex.)東京23区は東京都に事務委託している



消防職員と消防団
市町村⻑

消防本部

消防団員

消防署

消防団

⾮常勤の特別職地⽅公務員
⽇常各⾃の職業に従事

常勤の⼀般職地⽅公務員
消防吏員とその他の職員

消防職員（常備消防）

連 携



組織図
消防本部 消防署

管理係

消防団係

総務課

危険物係

指導係

予防課

救急救助係

警防課

吉 野

本 署

勝 ⽴

明 治

庶務係



⽕災件数の推移



救助件数の推移

※⾃然災害の増加



救急件数の推移



現場到着時間
の遅延

傷病程度
の内訳

6分⇒8.6分

軽症 49.4％



消防現場の実際



福岡県嘉⿇市
（産廃⽕災）

福岡県消防相互応援協定
に基づき出場



消防現場では…
＊危険な場所での活動

⇒現場安全は保障されていない
＊いつ、どんな事案が起こるか予測できない

⇒突然くる緊張
＊隊（チーム）での活動

⇒指揮命令系統の重要性

労働安全の⾼い意識と
強靭な精神⼒が必要とされる



消防現場では…（その反⾯）
＊厳しい訓練に耐えることが求められる

⇒パワハラの正当化
＊消防職員は全員同じ緊張下で仕事をしている

⇒⾃分だけ弱⾳を吐けない
＊災害は容赦なく起こる

⇒PTSDの危険性

消防職の特性から、パワハラの横⾏と
PTSD対策への対応の遅れが多発

⾃殺



⼥性消防⼠について



~公安職における⼥性の採⽤状況~

＊消防 4,035名：約2.5％（2016年4⽉）
＊警察 約6.8％（2012年4⽉）
＊海上保安庁 約6％（2015年）
＊⾃衛隊 約5.6％（2014年）

⇒公安公務員の中でも
⼥性の採⽤が著しく遅れている!!



(周知徹底要請)
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� 体⼒⾯で劣る
� 今はそういう時期ではない

はい

75%

いいえ

25%

� ⼥性ならではの働きに期待 (22)
� 時代背景から平等に採⽤すべき (13)
�職場の雰囲気が良くなる
(5)

� 救命⼠なら採⽤する

Q. だと思いますか？



Q. だと思いますか？

� するべきとは思わないが、
拒否することはあってはいけない

� 能⼒があれば問題ない

� ハード⾯が整ったので
� 時代背景から平等に採⽤すべき
� 接遇⾯において、

男性より優れた⾯がある

はい

95%

いいえ

1%

無回答

1% 

どちらとも

いえない
３％

� 性別は関係ない。

受⼊れ側の今後の展望次第。
体制や育成⽅針を管理職が決定するのが先。



Q.

� 視点が広がる、明るくなる
� 受付の対応が柔らかい

� ⼥性がいると治安が良くなる
� 責任感・意識の向上する、

男がきりっとする
� 気配りができる
� ⼥性患者が安⼼できそう
（男性だけでは威圧感が ）

� 施設費⽤がかかる
� マンパワーが不⾜する
� 気を遣う
�⼈事配置で苦慮する
・産休の場合余剰⼈員がい

る
・消防、救助隊は出来ない



全消協⼥性連絡会の活動
2009年5⽉ 第1回⼥性会員アンケート

⇒121名より回答
2014年12⽉ 第2回⼥性会員アンケート

⇒120名より回答

〜5年おいてのアンケート〜（全消協HP参照）
・職域の拡⼤や庁舎整備が改善されている⼀⽅で、

その内容は本部によって差が⼤きい
・職員数や採⽤年数の増加に伴い
セクハラや妊娠・出産・職場復帰への課題が増加している

アンケート結果が消防⼤学の資料として活⽤される



意⾒交換会の開催
2015年度より全消協各種⾏事にあわせて

⼥性連絡会意⾒交換会を開催

2016年度⾏事 19名
2017年度⾏事 17名 参加されました！

研究集会時の⼥性交流会では…
東⽇本⼤震災や熊本・⼤分の震災を受け
⼥性の緊援隊派遣について

の意⾒が活発に上がりました！



⺠進党議員懇談会
2016年11⽉⺠進党消防政策議員懇談会にて
⼥性消防職員の現状と課題について報告

〜報告内容〜
「各種ハラスメント」「職域の制限」

「ライフイベントに関する諸問題」ほか

＊過去のアンケート調査や、⼥性会員交流会などを通して
集まった声を報告。

＊⺠進党議員、⾃治労、総務省消防庁および
各県消協会⻑など多くの⽅が参加。



異業種交流会 IN福岡 2014年7⽉

早くから女性採用を行っている

女性自衛隊員を講師に迎え、

職場環境や職域を学びました♪

マタニティ制服



救助隊・潜水隊として活躍中の

沖縄県女性消防吏員を講師に招き、

女性吏員の職域や本部での取組み

を学びました！

参加者はなんと

男女半々でした！



自治労中央本部 岸組織対策局長を講師にお招きし、

消防におけるパワハラ・セクハラ撲滅のため

自治労の取り組み等について学びました。



⁑全消協 九州ブロック女性連絡会

Facebookページ

「全消協 九州女性連絡会」

ブログ～火消しや小町～

「九州 女性消防」で検索ください♪

⁑全消協女性連絡会

ホームページ

「全国消防職員協議会」→「女性連絡会」

Facebookページ 「全消協 女性連絡会」



ご清聴
ありがとうございました


